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現行計画（第７期）の施策体系 

《基本目標１》地域ぐるみ支え合い体制づくり     
       （地域包括ケアシステムの着実な構築）  
 
【施策目標１】いつまでも元気で暮らせる健康づくり   

１．健康づくりの啓発・推進 
２．健康保持・増進（一次予防） 
３．疾病の早期発見・早期治療（二次予防） 

 

 

【施策目標２】生きがいのある地域づくり        

１．生きがい対策の充実 
２．就業の支援 
３．外出の支援 

 

 

【施策目標３】介護予防と社会参加の推進        

１．介護予防・日常生活支援総合事業への対応  
２．社会参加を通じた生きがいづくりと介護予防の推進 

 

 

【施策目標４】介護・福祉サービスの充実        

１．地域包括支援センターの機能強化 
２．在宅介護の支援 
３．高齢者福祉サービスの充実 
４．認知症に係る総合的な支援 
５．介護人材に関する施策 

 

 

【施策目標５】介護と医療の連携推進          

１．流山市在宅医療介護連携拠点事業の展開 

 

 

【施策目標６】在宅での生活の継続を支える地域づくり  

１．地域の支え合い活動の促進  
２．高齢者の権利擁護に係る施策の推進 
３．成年後見制度の研究・促進 
４．地域で安心して暮らすための支援 

 

 

【施策目標７】高齢者の住まいに係る施策の推進     

１．高齢者が安心して居住する場の確保 
２．在宅の居住環境の整備 

 
 

 

《基本目標２》高齢者を支える介護体制づくり     
   （介護保険事業のサービス量見込みと保険料）  
 

１．予防給付サービスの推進 
２．介護給付サービスの推進  
３．地域密着型サービスの推進 
４．介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
５．その他サービスの推進 

６．介護保険サービスの事業規模及び介護保険料

次期計画（第 8 期）の骨子案（施策体系案） 

《基本目標１》地域ぐるみ支え合い体制づくり               
       （地域包括ケアシステムの深化推進）            
 
【施策目標１】介護予防と社会参加、健康づくりの推進（健康寿命の延伸）     

１．生きがい対策の充実 
ホームページ・広報等を活用した生涯学習情報の提供、森の倶楽部・趣味の家、地区敬
老行事の支援、敬老祝金、敬老バスなど 

２．就業の支援 
シルバー人材センターの支援、就業相談など 

３．外出の支援 
市内移動支援バス、福祉有償運送など 

４．介護予防・日常生活支援総合事業との連携（保健事業と介護予防の一体的な実施） 
（１）介護予防・日常生活支援総合事業の対応 （２）介護予防・生活支援サービス事業 
（３）一般介護予防事業 

介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業（介護予防教室講師派遣事業、介護
支援サポーター事業）、地域リハビリテーション活動支援事業など 

（４）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 
国保データベース（KDB）システムを活用した地域の健康課題の把握、通いの場等にお
けるフレイル予防の普及啓発活動、運動・栄養・口腔等のフレイル予防などの健康教育・
健康相談の実施など 

５．社会参加の推進 
老人クラブ活動の支援、シルバーコミュニティ銭湯、ひとり暮らし高齢者の招待、地域
住民によるボランティア活動の促進、ふれあいの家開設・活動支援など 

６．健康づくりの推進 
（１）健康づくりの啓発・推進 （２）健康保持・増進（一次予防） 
（３）疾病の早期発見・早期治療（二次予防） 

 
【施策目標２】介護・福祉サービスの充実                   

１．地域包括支援センターの体制強化 
高齢者なんでも相談室の意義、機能強化と取組の方向性、高齢者人口増に伴う増設又は
増員の検討など 

２．在宅介護の支援 
在宅サービスの充実・強化、家族介護支援事業、在宅高齢者家族介護慰労事業、在宅高
齢者家族介護用品支給事業、徘徊高齢者家族支援サービス事業など 

３．高齢者福祉サービスの充実 
布団乾燥消毒サービス、高齢者外出支援サービス、訪問理美容サービス、緊急通報装置
の給付、高齢者セーフティネット活動支援事業、給食サービスなど 

４．介護人材に関する施策 
介護職のスキルアップの支援、新たな担い手の確保（就職説明会等）、地域住民への介護
理解促進事業の開催、介護の仕事のやりがいや魅力の発信、介護現場の革新・業務効率
化の促進など 

 
【施策目標３】在宅での生活の継続を支える地域づくり             

１．地域で安心して暮らすための支援 
防災・防火・緊急体制、防犯対策など 

２．地域支え合い活動の推進 
地域支え合い活動の推進、生活支援コーディネーターの配置など 

３．高齢者の権利擁護に係る施策の推進 
高齢者虐待防止ネットワーク事業、消費生活対策など 

４．成年後見制度の研究・促進 
成年後見制度活用促進事業、成年後見申立事業、地域連携ネットワーク、中核機関設置の
目標スケジュールの検討など 

５．介護と医療の連携推進 
在宅医療介護連携推進事業の今までの取組と目指す方向性 

 
【施策目標４】認知症に係る総合的な支援                   

１．認知症への理解を深めるための普及啓発・本人発信支援・予防のための取組 
（１）認知症サポーター養成講座 

学校のほか、店舗や銀行、交通機関等生活を支える職域での実施の推進など 
（２）「認知症を知る月間」などの普及啓発事業 
（３）介護予防と認知症予防との連携 

２．早期発見・早期対応を中心とした医療・介護の連携による支援 
（１）認知症安心ガイドブック（認知症ケアパス）の普及と情報提供 
（２）認知症の早期対応システムの推進 

認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム等による相談支援体制 

３．認知症の人の介護者への支援 
（１）ＳＯＳネットワーク 
（２）認知症の方を支える家族の会 

市コスモスの会、各高齢者なんでも相談室での集い 
（３）交流・社会参加の支援 

オレンジカフェなど 

４．認知症バリアフリーの取組の推進 
（１）チームオレンジの整備 （２）地域の見守り体制の構築 

５．若年性認知症の人への支援 
（１）若年性認知症の集い （２）県の若年性認知症コーディネーターとの連携 

 
【施策目標５】高齢者の住まいに係る施策の推進                 

１．高齢者が安心して居住する場の確保 
高齢者の住み替え支援など 

２．住宅の居住環境の整備 
住宅改修支援事業、住宅改造費の助成 

 
 
《基本目標２》高齢者を支える介護体制づくり               
        （介護保険事業のサービス量見込みと保険料）          
 

１．予防給付サービスの推進 
２．介護給付サービスの推進 
３．地域密着型サービスの推進 
４．介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
５．その他サービスの推進 
６．介護保険サービスの事業規模及び介護保険料 

下線部は、主な新規追加項目 


